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雇用調整助成金 概要

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の
縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整（休業、教育訓練ま
たは出向）を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助
成されます。



休業の定義

「休業」とは、労働者が、事業所において所定労働日に労働の意思及び
能力を有するにもかかわらず、当該所定労働日の全一日にわたり労働す
ることができない状態又は当該所定労働日の所定労働時間内において１
時間以上労働することができない状態（以下「短時間休業」という。）
をいう。したがって、労働者が就業していない場合であっても、疾病そ
の他の理由により労働の能力を有しない場合、休職中、同盟罷業中又は
有給休暇中等の場合は休業に該当しない。

（注意）休業であるから休業手当（平均賃金の１００分の６０以上の支
払い）の支給が必要になる。有給休暇中等の扱いでは要件を満たさない。



特例の対象となる事業主
◆新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象

◆休業等の初日が、令和２年１月24日から令和２年７月23日までの場合に適用します。

◆以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業
活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。
（経済上の理由例）
・取引先が新型肺炎の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために
事業活動が縮小してしまった場合。
・国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が
減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
・風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったため
に事業活動が縮小してしまった場合。



対象労働者
助成金を受けようとする事業所における雇用保険の被保険者をいう。ただし、次のイ
からハまでのいずれかに該当する者を除く。

イ 休業等の日の属する判定基礎期間の初日の前日又は出向を開始する日の前
日まで同一の事業主に引き続き被保険者として雇用された期間が６か月未満
である者

（特例：３月中旬より）新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用
された期間が６か月未満の労働者についても助成対象とします。

ロ 解雇を予告された者、退職願を提出した者又は事業主による退職勧奨に応
じた者（当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らか
な者を除く。）

ハ 日雇労働被保険者



主な受給要件
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1)雇用保険の適用事業主であること。

(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近３か月間の月平均値が前年同期に比べて10％以上減少していること。

（特例）生産指標の確認対象期間を３か月から１か月に短縮します。

(3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近３か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場
合は10％を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5％を超えてかつ6人以上増加していないこと。

（特例）最近３か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。

(4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。

〔1〕休業の場合

労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。（※１）

※１ 事業所の従業員（被保険者）全員について一斉に１時間以上実施されるものであっても可。

〔2〕教育訓練の場合

〔1〕と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであり、当該受講日において業務（本助成
金の対象となる教育訓練を除く）に就かないものであること（※２）。

※２ 受講者本人のレポート等の提出が必要です。

〔3〕出向の場合

対象期間内に開始され、３か月以上１年以内に出向元事業所に復帰するものであること。

(5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えてい
ること。

（特例：３月中旬より）過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、ア前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象
とし、イ過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能とします（支給限度日数から過去の受給日数を差
し引きません）。

(6)（特例）休業等計画届の事後提出を可能とします。

(7)（特例）事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。



不支給要件
本助成金を受給する事業主は、次のいずれの場合にも該当していないことが必要です。

① 平成31年３月31日以前に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがあり、
当該不支給決定日又は支給決定取消日から３年を経過していない。

② 平成31年４月１日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがあり、当該不支
給決定日又は支給決定取消日から５年を経過していない。

③ 平成31年４月１日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給に関与した役員等がいる。
④ 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度における労働保険料の滞納がある。
⑤ 支給申請日の前日から起算して過去１年において、労働関係法令違反により送検処分を受けている。
⑥ 風俗営業等関係事業主である。
⑦a． 事業主若しくは事業主団体（以下「事業主等」という。）又は事業主等の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平
成３年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団又は第２条第６号に規定する暴力団員である。
b． 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなど
している。
c. 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、
若しくは関与している。
d. 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
e. 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
⑧ 事業主等又は事業主等の役員等が、破壊活動防止法第４条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している。
⑨ 倒産している。
⑩ 雇用関係助成金について不正受給を理由に支給決定を取り消された場合、労働局が事業主名等を公表することに承諾する。



要件チェックリスト（休業）
受給要件

雇用保険の適用事業主であ
ること

労働保険料の滞納がないこ
と

過去に雇用関係助成金の不
正受給等をしていない

既に休業している場合は休
業手当を支払っている

他の助成金を受けている

※併給調整の可能性あり

休業規模等要件

期間ごとの休業の延日数が
所定労働延日数の２０分の
１以上（中小企業）である
こと

生産量要件

売上高等が１０％以上減少
していること

雇用量要件

労働者の雇用者数が一定数
増えていないこと
（特例）該当ならこの要件不要

例）休業規模要件

全労働者１０名、休業５名、所定労働日数２３日、休業日数６日の場合
１０名×２３日＝２３０日（所定労働延日数）
５名×６日＝３０日（休業延日数）
３０日÷２３０日×１００＝１３％≧５％



受給できる金額
助成内容と受給できる金額 大企業 中小企業

休業を実施した場合の休業手当または教育
訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を
行った場合の出向元事業主の負担額に対す
る助成（率）
※対象労働者１人１日当たり８，３３０円
が上限です。（令和２年３月１日現在）

１／２ ２／３

教育訓練を実施したときの加算（額） １人１日当たり１，２００円

支給限度日数 １年間で１００日（３年間で１５０日）

※支給日数の計算方法
暦月末日の対象労働者１０名、休業５名、休業日数６日の場合
５名×６日＝３０日（休業延日数）
３０日（休業延日数）÷１０名（暦月末日の対象労働者）＝３日



受給手続きの流れ

雇用調整
の計画

計画届
雇用調整
の実施

支給申請

労働局に
おける審
査・支給
決定

支給額の
振込

（特例）本来は事前に計画届の提出が必要ですが、令和２年１月２４日以降に初回の休業等がある
計画届については令和２年５月３１日まで提出すれば、休業等前に提出されたものとします。

支給対象期間ごとに計画届と支給申請を行う



休業を行う場合の計画届に必要な書類
書類の種類 添付書類

様式第1号(1) 休業等実施計画(変更)届

様式第1号(2) 雇用調整実施事業所の事業活動
の状況に関する申出書

様式第1号(4) 雇用調整実施事業所の雇用指標
の状況に関する申出書

様式第1号(3) 休業・教育訓練計画一覧表

確認書類(1) 休業協定書

確認書類(2) 事業所の状況に関する書類 「会社案内パンフレット」「登記事項証明書」
「法人税確定申告書」「労働者名簿」「会社組
織図」「月次損益計算書」「総勘定元帳」「生
産月報」「就業規則」「給与規定」



休業を行った場合の支給申請に必要な書類
書類の種類 添付書類

様式第5号(1) 支給申請書（休業等）

様式第5号(2) 助成額算定書

様式第5号(3) 休業・教育訓練実績一覧表及び所定
外労働等の実施状況に関する申出書

共通要領様式第1号 支給要件確認申立書

確認書類(4) 労働保険料に関する書類 「労働保険確定保険料申告書」「労働保険
料等算定基礎賃金等の報告」

確認書類(5) 労働・休日及び休業・教育訓練の実
績に関する書類

「出勤簿」「タイムカード」「勤務カレン
ダー」「シフト表」「賃金台帳」

計画届、申請書の提出先は労働局



新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
制度種類

労働者を雇用する事業主の方向け

委託を受けて個人で仕事をする方向け（追って公表見通し）

支給要件

雇用する労働者の申し出により、令和２年２月２７日から同年３月３１日までの間に、以下のいずれかに該当する有給休暇を取得させたこと。

ア 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うための有給休暇

イ 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など感染したおそれのある、小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うための有給休暇

有給休暇は、労働基準法第３９条の規定による年次有給休暇として与えられるものではないこと。

年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われるものであること。（助成金の支給上限である8,330円を超える場合であっても、全額を支払う必要があり
ます。）

有給休暇を取得した労働者が、申請日時点において１日以上は勤務したことのある労働者であること。

※就業規則等が整備されていない場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。

※年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱いも対象になります。

支給額

対象労働者の日額換算賃金額× 有給休暇の日数

支給申請期限

令和２年３月１８日～同年６月３０日

申請書の提出先

学校等休業助成金・支援金受付センター



時間外労働等改善助成金（職場意識改善特例コース）
対象事業主

新型コロナウイルス感染症対策として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備する中小企業事業主

助成対象の取組

就業規則等の作成・変更

労務管理用機器等の導入・更新等

主な要件

事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること

助成の対象となる事業の実施期間

令和２年２月１７日～５月３１日（計画の事後提出を可能にし、2 月 17 日以降の取組で交付決定より前のものも助成対象とします。）

支給額

補助率：３／４

※事業規模 30 名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が 30 万円を超える場合は、４／５を助成

上限額：50 万円

申請先

労働局


